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神奈川県地域医療構想の策定について 

 

 平成 26 年の「医療介護総合確保推進法」の制定により改正された医療法に基づき、

都道府県には地域の医療提供体制の将来あるべき姿を示す「地域医療構想」の策定が

義務付けられました。 

 神奈川県は、平成 28 年 10 月に「神奈川県地域医療構想」を策定しました。 

 

１ 策定趣旨 

高齢化の進展に伴い、医療・介護ニーズのさらなる増大が見込まれることから、

限られた資源を最大限活用しながら変化に対応した適切な医療・介護の提供体制の

構築を図る必要があります。 

神奈川県地域医療構想（以下「地域医療構想」という。）は、高齢化の進展に伴

い、医療ニーズが増大する中において、地域の限られた資源を有効に活用し、効率

的で質の高い医療提供体制を構築することを目的として、平成37年（2025年）のあ

るべき医療提供体制の構築に向けた長期的な取組みの方向性を示すものです。  

 

２ 地域医療構想の基本方針  

（１）神奈川の将来のめざすすがた  

誰もが元気でいきいきと暮らしながら、必要なときに身近な地域で 

質の高い医療・介護を安心して受けられる神奈川  

（２） 地域医療構想における３つの取組み  

地域医療構想では、「めざすすがた」の実現に向けた取組みのうち、平成 37 年

（2025 年）の医療需要を踏まえた将来あるべき医療提供体制を目指すため、市

町村や関係団体、県民等と連携し、次に掲げる事項に取り組みます。  

ア 将来において不足する病床機能の確保及び連携体制の構築  

イ 地域包括ケアシステムの推進に向けた在宅医療の充実  

ウ 将来の医療提供体制を支える医療従事者の確保・養成  

 

３ 構想区域における将来の医療提供体制に関する構想 

地域医療構想では、地域における病床機能の分化及び連携を推進するための基準

として構想区域を定めます。神奈川県の構想区域は、横浜構想区域を除いて、二次

保健医療圏と一致しており、構想区域ごとの将来の医療提供体制に関する構想を策

定しています。 

  横須賀・三浦構想区域における構想は別添のとおりです。 
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蚊媒介感染症（ジカウイルス感染症、デング熱など）について 

 

１ 概要 

  蚊媒介感染症とは、病原体を保有する蚊に刺されることによって起こる感染症のことで、

蚊は人に病気をうつすが、蚊自身は病気になりません。 代表的な蚊媒介感染症には、ウ

イルス疾患であるジカウイルス感染症、デング熱、チクングニア熱、日本脳炎などがある。 

 世界的に蚊媒介感染症は多く発生し、特に熱帯や亜熱帯地域で広く流行している。 

 

２ 主な蚊媒介感染症の特徴 

（１）ジカウイルス感染症                          

主な媒介蚊：ネッタイシマカ、ヒトスジシマカなど  

感 染 経 路：ヒト－蚊－ヒト（ただし、性行為による感染例が報告されている） 

発 生 地 域：中南米・カリブ海地域、オセアニア太平洋諸島、東南アジアなど 

症   状：軽度の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、班丘疹、結膜炎、倦怠感など  

潜 伏 期 間：２から 12 日（多くは２から７日）  

（２）デング熱 

主な媒介蚊：ネッタイシマカ、ヒトスジシマカなど   

感 染 経 路：ヒト－蚊－ヒト 

    発 生 地 域：東南アジア、南アジア、中南米、カリブ海諸国など 

    症     状：発熱から始まり、頭痛、眼窩痛、筋肉痛、関節痛など 

    潜 伏 期 間：２から 15 日（多くは３から７日） 

 

３ 本市の対応について 

（１）感染症媒介蚊のモリタニング調査 

目   的：感染症媒介蚊の国内侵入を早期発見するための蚊のウイルス検査 

検 査 項 目：ジカウイルス、デングウイルス、チクングニアウイルス、ジカウイルス、 

時   期：６月から 10 月に月１回 

捕 集 地 点：三笠公園、動物愛護センター、ソレイユの丘、くりはま花の国の 4か所 

検 査 結 果：現在のところ全て陰性 

（２）市民への情報提供 

   ホームページで防蚊対策について情報提供した。また、妊娠の可能性のある人に向け 

たチラシの作成し、健康福祉センター等に配架した。 

（３）医療機関に対する情報提供と協力依頼 

 「デング熱・チクングニア熱の診療ガイドライン」を市内全医療機関に配布し、基準 

を満たす場合、医療機関からの依頼に応じて、デング熱検査を実施している。 

 ジカウイルス感染症については疑う要件を医療機関に通知し、検査実施の可否を判断 

して行政検査を行う。 
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平成28年度 第１回横須賀市保健医療対策協議会議事録 

 

１ 開催日時  平成28年11月17日（木） 14時00分～15時30分  

 

２ 開催場所  横須賀市保健所 第１研修室 

 

３ 出 席 者 【委  員】 

伊藤学、嘉山静子、江間三恵子、遠藤千洋、澄川貞介、 

髙橋達也、長堀薫、中村照世志、長谷川好道、 

平嶺春美、松本好史、宮田和彦（敬称略、五十音順） 

 

【事務局】   

吉田雄人  ：市長 

惣田 晃  ：健康部長 

小林利彰  ：保健所長 

田村武男  ：健康総務課長 

葛貫博之  ：保健所生涯現役推進担当課長 

広瀬量一  ：健康総務課総務係長 

森田恵子  ：健康総務課 

千場洋子  ：保健所健康づくり課健康づくり推進係主査 

田辺久美子 ：保健所健康づくり課主任 

 

４ 開  会 

 事務局（健康総務課長）が司会となり開会した。 

・ 一般傍聴報告にて、一般傍聴が１名いる旨を報告した。 

・ 委員の紹介 

・ 資料の確認 

・ 出席委員数の確認にて、半数以上の出席により、会議が成立している旨を報

告した。 

 

５ 委員長職務代理者の選出 

事務局が保健医療対策協議会条例第３条第３項の規定を説明し、遠藤委員長が

嘉山委員を委員長職務代理者に指名した。 

 

６ 諮問書手交 

・ 吉田市長から遠藤委員長に、横須賀市健康増進計画・食育推進計画の中間評

価及び計画の改定に係る諮問書を手渡した。 
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・ 諮問にあたり吉田市長があいさつした。 

・ 市長が退席した後、健康部長が出席職員を紹介した。 

 

７ 議 事 

委員長が議長となり会議を進行した。 

（１）横須賀市健康増進計画・食育推進計画の中間評価及び計画の改定について 

   事務局（保健所生涯現役推進担当課長）が資料３、資料３（参考）に基づき、

諮問の概要、計画の中間評価・改定方法、策定スケジュール案の説明を行った。 

   委員からの質問、意見はなく、諮問を受けた計画の中間評価及び改定につい

ては、横須賀市健康増進計画・食育推進計画専門部会に付託することが承認さ

れた。 

 

８ 報告事項 

（１）平成28年度横須賀市健康増進計画・食育推進計画専門部会の報告について 

   事務局（生涯現役推進担当課長）が資料４－１～４－６に基づき、平成28年

８月４日に開催した専門部会の報告、横須賀市実施計画（第２次実施計画）抜

粋の説明、横須賀市健康増進計画・食育推進計画の取り組み状況、健康増進計

画・食育推進計画直近実績値、中間評価に向けた市民アンケートで把握する項

目及び事務局の考え方について報告を行った。 

（２）神奈川県地域医療構想の策定について 

事務局（健康部長）が資料５－１～５－３に基づいて報告した。 

（３）蚊媒介感染症（ジカウイルス感染症、デング熱）について 

   事務局（保健所長）が資料６に基づいて報告した。 

 

９ 質疑応答 

・神奈川県地域医療構想の策定について 

【委員】 

 あらかじめ出されていた素案と比較して、特に内容の変更はあるか。 

【事務局】 

  具体的には県が手続きをしている。素案が出た後にパブリックコメントを実施し

ており、一部直したところがあるかも分からないが、具体的にどこまで直したか承

知していない。  

【委員】 

 特に目立った変化はあるか。 

【事務局】 

  県に照会して回答する。  

 



3 

 

・蚊媒介感染症（ジカウイルス感染症、デング熱）について 

【委員】 

 海外から持ち込まれたものが一番危ないが、寒い時期に発症する可能性は非常に

低いのか。  

【事務局】 

 国内の蚊は少なくなるが、海外ではまだ蚊がいて流行している。海外から帰って

こられる方については、ある程度気を付けなければいけないと思う。  

 

・専門部会委員について 

【委員】 

 専門部会は 12 月も同じ委員か。  

【事務局】 

 専門部会の委員は任期が来年の５月末までなので、12 月は現在の委員で検討させ

ていただきたいと思う。  

 

10 閉会 

 事務局から連絡事項を伝達し、委員長が会議を閉会した。  

 

 

※この議事録は、委員等の発言を事務局において要点筆記したものです。  



横健総第 15号

平成 28年 (2016年)11月 17日

横須賀市保健医療対策協議会

委員長 遠 藤 千 洋  様

横須賀市長 吉 田 雄

横須賀市健康増進計画 (第 3次)及び横須賀市食育推進計画 (第
2次)の 中間評価及び計画の改定について (諮問)

健康増進法第 8条第 2項の規定に基づき、平成 25年 2月 に「健康・食育推進
プランよこすか (横須賀市健康増進計画 (第 3次)及び横須賀市食育推進計画
(第 2次 ))」 を策定し、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を目指し取り組んで
います。

この計画期間は、平成 25年度から平成 34年度までの 10年間であり、 5年を

目途に中間評価及び必要に応じて一部改定を行うこととしています。

つきましては、平成 29年度末には、計画策定から5年が経過するため、中間

評価及び一部改定について、貴協議会の意見を求めます。



保医対協 

報告事項（２）に対する遠藤委員長の質問 

 

 

 

主旨 

神奈川県地域医療構想は、これまで県の検討部会で素案の検討がされている

と承知しているが、その後（横須賀・三浦構想区域の検討部会の最終開催日で

ある 9月 21 日以降）変更があったのか。 

 

回答 

 県に確認します。 

 

県医療課への確認結果 

素案の段階でパブリックコメントを受けた修正は行っていますので、大きな

変更はありません。 


